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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第78期
第３四半期
連結累計期間

第78期
第３四半期
連結会計期間

第77期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年12月31日

自平成20年10月１日
至平成20年12月31日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（百万円） 33,306 11,252 51,321

経常利益（百万円） 615 247 3,602

四半期（当期）純利益（百万円） 226 61 2,357

純資産額（百万円） － 19,696 20,440

総資産額（百万円） － 49,111 48,903

１株当たり純資産額（円） － 229.27 237.97

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
2.65 0.72 27.64

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 39.79 41.49

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△989

 

－
1,857

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△689 － △1,059

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,223 － △1,262

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（百万円）
－ 6,429 4,889

従業員数（人） － 1,401 1,390

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。　

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社の異動については「３　関係会社の状況」に記載しております。

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、連結子会社である㈱オズウェブテクノロジーは平成20年12月の同社の臨時株

主総会において解散を決議しました。なお、当第３四半期連結会計期間については同社が12月決算会社のため、平成20

年9月期の財務諸表を連結しております。

４【従業員の状況】

　(1）連結会社の状況 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,401 [336]

　（注）１　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。

２　臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。

　(2）提出会社の状況 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,100 [263]

　（注）１　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従業員

数は〔　〕内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。

２　臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円）

船舶港湾機器事業 2,417

油空圧機器事業 2,738

流体機器事業 468

防衛・通信機器事業 3,980

その他の事業 624

合計 10,228

　（注）１　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　金額は、販売価格によっております。

３　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

４　流体機器事業の官需市場では、第４四半期連結会計期間に販売が集中する傾向があるため、通常、第３四半期

連結会計期間の生産実績は、第４四半期連結会計期間と比べ著しく低くなっております。

(2）受注状況

　当第３四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

船舶港湾機器事業 2,419 10,641

油空圧機器事業 2,585 2,825

流体機器事業 842 834

防衛・通信機器事業 2,403 13,189

その他の事業 890 1,468

合計 9,139 28,959

　（注）１　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３　流体機器事業の官需市場では、第３四半期連結会計期間に受注が集中する傾向があるため、通常、第３四半期

連結会計期間の受注実績は、他の四半期連結会計期間と比べ著しく高くなっております。また、販売が第４四

半期連結会計期間に集中することに伴い、第３四半期連結会計期間末の受注残高は、他の四半期連結会計期

間末と比べ著しく高くなっております。

(3）販売実績

　当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円）

船舶港湾機器事業 2,877

油空圧機器事業 2,913

流体機器事業 468

防衛・通信機器事業 4,074

その他の事業 920

合計 11,252

　（注）１　セグメント間取引については、相殺消去しております。
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２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先
当第３四半期連結会計期間

販売高（百万円） 割合（％）

防衛省 2,341 20.8

３　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

４　流体機器事業の官需市場では、第４四半期連結会計期間に販売が集中する傾向があるため、通常、第３四半期

連結会計期間の販売実績は、第４四半期連結会計期間と比べ著しく低くなっております。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

(1）業績の状況　

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融収縮と景気の一層の下振れに加え、円高、株安な

ど企業収益を圧迫するリスクが企業の設備投資欲を大きく減退させており、実体経済の先行きは極めて不透明な状

況となっております。

　このような状況の下、当社グループは船舶港湾機器事業、流体機器事業が引き続き堅調に推移したものの、油空圧

機器事業が世界景気の影響を受けて大幅に減速し、防衛・通信機器事業も防衛事業が契約の端境期に当たること及

び通信機器事業の高速無線アクセス市場においてインフラ投資が遅れていることなどにより低調に推移しました。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間の受注高は9,139百万円、売上高は11,252百万円、営業利益は318百万円、経

常利益は247百万円、四半期純利益は61百万円となりました。

　

　各事業の概況は次のとおりであります。

［船舶港湾機器事業］

　当事業の商船市場では、売上は堅調でしたが、輸送需要の低迷等を受けて海運業界は先行きの不透明感が出てきて

おり、受注は低調に推移しました。

　内航船市場では、受注は堅調でしたが、建造隻数の減少等の影響により売上は低調となりました。

　海外市場では、売上は堅調でしたが、韓国、中国の新興造船所を中心に注文のキャンセルが発生したことにより受

注は低調に推移しました。また、船舶関連商品の保守用部品の販売は、受注・売上とも堅調に推移しました。

　この結果、当事業全体としては、売上は堅調でしたが、受注は低調に推移しました。

　

［油空圧機器事業］　

　当事業のプラスチック加工機械市場、工作機械・産業機械市場、建設機械市場、海外市場のすべての市場において、

９月以降の急激な景気後退により需要が縮小し、当社の得意先である母機メーカーが大幅な減産体制を強いられた

ため、当社の受注・売上ともに大幅に減少しました。

　油圧応用装置に関しては、関係会社の顧客であるハッチカバー開閉装置大手が会社更生法を申請した影響もあり

ましたが、当該市場が依然好調に推移したことにより、受注・売上とも順調に推移しました。

この結果、当事業全体としては低調に推移しました。

　

［流体機器事業］　

　当事業の官需市場では、当会計期間に予定していた農業用水市場の水管理システム等の受注が第２四半期となっ

たこと、上水道案件の発注が遅れたことにより、受注は低調でしたが、売上は、第２四半期に受注した案件により堅

調に推移しました。

　民需市場では、船舶接岸速度計の老朽化による換装需要の増加により順調に推移しました。

この結果、当事業全体としては堅調に推移しました。

　

［防衛・通信機器事業］

　当事業の防衛市場では、受注は支援戦闘機F-2用レーダー警戒装置が終了したこと、修理契約が減少したこと、前年

度にあった捜索救難機U-125A用レーダー警戒装置の開発受注がなくなったことなどにより、低調に推移しました。

売上は在来品目の維持・修理部品が貢献し、順調に推移しました。

　海上交通機器市場では、陸上用船舶自動識別装置システム（AIS）の航行支援システム装置やレーダー関連等の受

注が寄与し、受注・売上ともに順調に推移しました。
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　通信機器市場では、第２四半期までに開始することを見込んでいた高速無線アクセス（BWA）用のインフラ投資

が未だ立ち上がらないことにより、受注・売上とも低調となりました。

　この結果、当事業全体としては低調に推移しました。

　

［その他の事業］　

　鉄道機器と防災機器が好調に推移しましたが、道路関連機器及びトンネル関連機器、検品機器が低調に推移したこ

とにより、当事業全体としては低調に推移しました。

　

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は6,429百万円で、第２四半期

連結会計期間末に比べて99百万円増加しました。当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況

とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　営業活動の結果使用した資金は2,298百万円でした。その主な要因は、売上債権の増加1,137百万円、たな卸資産の増

加565百万円、法人税等の支払643百万円です。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

　投資活動の結果使用した資金は231百万円でした。これは主に、固定資産の取得による支出231百万円によるもので

す。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

　財務活動の結果得られた資金は2,628百万円でした。その主な要因は、短期借入金の純増加1,718百万円、長期借入れ

による収入1,300百万円、長期借入金の返済による支出389百万円です。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

　株式会社の支配に関する基本方針については、次のとおりであります。

　当社グループは、平成19年３月に策定しました平成19年度中期経営計画において、事業構造改革、人材育成・強化

を柱とした事業基盤の再整備を通じて、各事業セグメントの競争優位性の向上を図ることにより、企業価値の向上

を目指しております。また、当社グループは、計測・認識・制御という働きを最先端技術で商品化し、これをお客様

に提供することを通じて社会に貢献していくことを経営理念として掲げ、顧客満足のための指針はもとより環境保

護や法令遵守といった７つの行動指針 ― ①創意工夫と弛まぬ努力で最高の技術と商品の開発を目指します。②市

場のニーズを先取りした新商品・新事業の創出に努めます。③安全で安心できる商品・サービスを提供し、お客様

の信頼に応えます。④自己を研鑚し、それぞれの分野での第一人者を目指します。⑤法令等を遵守し、社会人として

誠実で良識ある行動に努めます。⑥美しい自然を守り、貴重な資源を大切にします。⑦会社の方針を共有し、情熱と

使命感を持って目標達成に注力します。― のもと従業員が日々研鑚しています。当社グループは、企業価値向上の

ための諸施策の実施及び企業価値向上の実現は、これらを実践する従業員の高いモラルと実行力が最も重要な要因

と認識しています。すなわち、経営者と従業員が目標を共有化し、ともに経営理念や行動指針を具体的な形として事

業に反映させていくことが当社グループの企業価値を向上させ、ひいては株主共同の利益の維持・向上に繋がるも

のと認識しています。

　しかしながら、当社に対してこのような認識とは異なる者から買収提案が行われた場合には、これを受け入れるか

否かは株主の皆様が判断すべきですから、このような判断の機会を確保し、更には当社取締役会が株主の皆様に代

替案を提案するために必要な情報と相当な検討期間を確保し、買収提案者との交渉を可能とすることにより、当社

グループの企業価値ひいては株主共同の利益を低下させる買収を抑止することを目的として、当社は平成19年５月

10日に開催された取締役会において、買収提案者が具体的買付行為を行う前に取るべき手続を明確かつ具体的に示

した「大規模買付ルール」（買収防衛策）（以下、「本ルール」といいます。）を決議し、平成19年６月28日に開催

の第76回定時株主総会に提出、承認されました。

 ① 本ルールの概要

ア.本ルールの発動にかかる手続の設定

　本ルールは、当社の発行する株券等に対する20％以上の買付けもしくは20％以上となる買付けを行おうと

する行為又はその提案（以下、「大規模買付行為」といいます。）に対し、事前に当該大規模買付行為等に関

する情報の提供を求め、当該大規模買付行為等についての分析・検討を行う時間を確保したうえで、株主の

皆様に当社グループの中期経営計画や代替案等を提示したり、大規模買付者等との交渉等を行っていくため

の手続、更には大規模買付者に対する対抗措置発動の可否を株主総会に諮る、あるいは取締役会が対抗措置

の発動を決議するなどにいたる手続を定めています。

イ.取締役会の恣意的判断を排除するための特別委員会の利用　
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　本ルールにおいては、原則として具体的な対抗措置の実施、不実施の判断について当社取締役会の恣意的判

断を排除するため、特別委員会規程に従い、当社と全く関係のない大学教授、弁護士、公認会計士等の有識者

から構成される特別委員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性・

公正性を確保することとしています。なお、当初の特別委員会は以下の委員により構成されています。

＜特別委員会委員＞

中東　正文（名古屋大学大学院法学研究科教授）

髙山　崇彦（ＴＭＩ総合法律事務所パートナー弁護士）

澤　　淳夫（公認会計士、株式会社プロネクサス常勤監査役）

　

 ② 本ルールの合理性

ア.買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本ルールは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保又は向

上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足しています。

イ.株主意思を重視するものであること

本ルールの有効期間は、平成19年度定時株主総会（平成19年６月28日開催）において本ルールの導入を決議

後３年間とし、平成22年度の定時株主総会以降３年ごとに、定時株主総会において、株主の皆様のご信任を得

ることとしています。

ウ.独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

特別委員会によって、当社取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、特別委員会の判断の概要につ

いては株主の皆様に情報開示することとされており、本ルールの透明な運営が行われる仕組みが確保されて

います。

エ.合理的な客観的要件の設定

本ルールは、合理的かつ客観的な要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役

会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

オ.第三者専門家の意見の取得

大規模買付者等が出現すると、特別委員会は、当社の費用で、外部専門家（ファイナンシャル・アドバイ

ザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができるもの

としています。これにより、特別委員会が当社取締役会に提示する勧告の公正性、客観性がより強く担保され

る仕組みとなっています。

カ.デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本ルールについては、平成19年度定時株主総会において、本ルール導入、廃止及び対抗措置発動の可否を株主

総会の決議事項とする定款変更議案並びに本ルールの導入をお諮りしておりますので、株主総会決議により

廃止できない又は時間を要する、いわゆるデッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではありません。

なお、当社取締役の任期についても、１年とされております。
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 ＜大規模買付ルールについてのフローチャート＞

　本チャートは、あくまで大規模買付ルールに対する理解に資することのみを目的として参考として作成されて

います。

　

※１　分析検討期間は原則として、60営業日以内としますが、当社取締役会は必要がある場合には、30営業日を上限

として延長します。

※２　特別委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の発動が適当か否か、あるいは発動の適否の判断が困難なので

最終的に株主意思を確認するのが適当である旨を勧告し、当社取締役会は、この勧告を最大限尊重して、対抗

措置の発動に関して決議を行います。

　

(4）研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、641百万円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 250,000,000

計 250,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在発行数（株）

（平成20年12月31日）
提出日現在発行数（株）
（平成21年２月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 85,382,196 85,382,196
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数は

1,000株

計 85,382,196 85,382,196 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金残高
（百万円）

　平成20年10月１日～

　平成20年12月31日
― 85,382,196 ― 7,218 ― ―

（５）【大株主の状況】

　①　当第３四半期会計期間において、バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社及びその共同保有者であ

る下記１社が連名により、平成20年12月15日付で平成20年12月８日を報告義務発生日とする大量保有報告書の
変更報告書を提出しておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確

認ができません。なお、当該変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

バークレイズ・グローバル・イン

ベスターズ㈱
東京都渋谷区広尾１丁目１番39号 3,257 3.81

バークレイズ・グローバル・イン

ベスターズ、エヌ・エイ
米国 880 1.03

計 － 4,137 4.85

　②　当第３四半期会計期間において、住友信託銀行株式会社より平成20年12月５日付で平成20年11月28日を報告義務
発生日とする大量保有報告書の変更報告書を提出しておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、

当社として実質所有株式数の確認ができません。なお、当該変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

住友信託銀行㈱ 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 5,713 6.69

計 － 5,713 6.69
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成20年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
　（自己保有株式）

　普通株式    134,000
－ 単元株式数は1,000株

完全議決権株式（その他） 　普通株式 84,870,000 84,870 同上

単元未満株式 　普通株式    378,196 － －

発行済株式総数 85,382,196 － －

総株主の議決権 － 84,870 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が21千株（議決権21個）含まれておりま

す。

②【自己株式等】

　 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　（自己保有株式）

東京計器株式会社

（注２）

大田区南蒲田

２丁目16番46号　
134,000 － 134,000 0.16

計 － 134,000 － 134,000 0.16

　（注）１　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株（議決権２個）あります。

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含まれております。

　２　当社は、平成20年10月１日付で「株式会社トキメック」より「東京計器株式会社」に会社名を変更いたしまし

た。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 300 261 277 264 253 205 193 145 116

最低（円） 244 237 238 240 193 156 106 99 103

　（注）　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日）から、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号

ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,434 4,894

受取手形及び売掛金 ※3
 15,812 17,764

商品及び製品 1,581 1,482

仕掛品 6,262 5,202

原材料及び貯蔵品 4,941 4,605

その他 1,742 1,508

貸倒引当金 △64 △20

流動資産合計 36,708 35,435

固定資産

有形固定資産 ※1
 7,021

※1
 7,452

無形固定資産

のれん 114 65

その他 29 30

無形固定資産合計 143 96

投資その他の資産

その他 5,509 6,011

貸倒引当金 △270 △91

投資その他の資産合計 5,239 5,920

固定資産合計 12,403 13,468

資産合計 49,111 48,903

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,067 7,254

短期借入金 12,378 9,672

未払法人税等 39 493

賞与引当金 442 1,129

その他 2,171 2,386

流動負債合計 21,096 20,934

固定負債

長期借入金 3,042 2,092

退職給付引当金 5,026 5,128

引当金 236 295

その他 14 15

固定負債合計 8,318 7,529

負債合計 29,415 28,463
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 7,218 7,218

資本剰余金 14 14

利益剰余金 12,176 12,377

自己株式 △26 △23

株主資本合計 19,381 19,585

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 212 665

為替換算調整勘定 △49 39

評価・換算差額等合計 162 704

少数株主持分 153 151

純資産合計 19,696 20,440

負債純資産合計 49,111 48,903
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 33,306

売上原価 25,247

売上総利益 8,059

販売費及び一般管理費 ※1
 7,386

営業利益 673

営業外収益

受取利息 25

受取配当金 57

生命保険配当金 38

その他 65

営業外収益合計 186

営業外費用

支払利息 129

持分法による投資損失 14

その他 101

営業外費用合計 244

経常利益 615

特別利益

固定資産売却益 3

保険解約返戻金 24

特別利益合計 26

特別損失

固定資産除売却損 27

投資有価証券評価損 132

特別損失合計 159

税金等調整前四半期純利益 482

法人税等 ※2
 252

少数株主利益 4

四半期純利益 226
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 11,252

売上原価 8,505

売上総利益 2,746

販売費及び一般管理費 ※1
 2,428

営業利益 318

営業外収益

受取利息 11

受取配当金 21

その他 18

営業外収益合計 50

営業外費用

支払利息 49

持分法による投資損失 5

その他 67

営業外費用合計 121

経常利益 247

特別利益

固定資産売却益 2

特別利益合計 2

特別損失

固定資産除売却損 21

投資有価証券評価損 84

特別損失合計 106

税金等調整前四半期純利益 144

法人税等 ※2
 80

少数株主利益 3

四半期純利益 61
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 482

減価償却費 843

のれん償却額 33

貸倒引当金の増減額（△は減少） 222

退職給付引当金の増減額（△は減少） △102

賞与引当金の増減額（△は減少） △687

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △59

受取利息及び受取配当金 △83

支払利息 129

持分法による投資損益（△は益） 14

投資有価証券評価損益（△は益） 132

固定資産除売却損益（△は益） 24

売上債権の増減額（△は増加） 2,116

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,497

仕入債務の増減額（△は減少） △1,297

その他の資産の増減額（△は増加） △35

その他の負債の増減額（△は減少） △80

その他 19

小計 175

利息及び配当金の受取額 80

利息の支払額 △114

法人税等の支払額 △1,130

営業活動によるキャッシュ・フロー △989

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △7

固定資産の取得による支出 △651

固定資産の売却による収入 5

貸付けによる支出 △2

貸付金の回収による収入 60

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△85

その他 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △689

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,234

長期借入れによる収入 2,050

長期借入金の返済による支出 △2,629

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △426

少数株主への配当金の支払額 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,223

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,540

現金及び現金同等物の期首残高 4,889

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 6,429
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1)連結の範囲の変更

　城南運輸株式会社は第１四半期連結会計

期間において株式会社テクノポート（現

東京計器テクノポート株式会社）との合

併により消滅したため、連結の範囲から除

外しております。また、株式会社モコス・

ジャパンは第２四半期連結会計期間にお

いて同社株式の取得により新たに提出会

社の連結子会社となりました。

(2)変更後の連結子会社の数

　10社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

　(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として先入先出法

による原価法によっておりましたが、第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号　平成18年７月５日）が適用

されたことに伴い、主として先入先出法

による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。

　これによる当第３四半期連結累計期間

の損益に与える影響は軽微であります。

また、セグメント情報に与える影響も軽

微であります。

(2)「連結財務諸表作成における在外子会社

の会計処理に関する当面の取扱い」の

適用

　第１四半期連結会計期間より、「連結

財務諸表作成における在外子会社の会

計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号　平成18年５月17日）を

適用しております。

　これによる当第３四半期連結累計期間

の損益に与える影響はありません。

EDINET提出書類

東京計器株式会社(E02266)

四半期報告書

18/26



【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　一般債権の貸倒見積高の算定方法におい

て前連結会計年度の決算において算定した

貸倒実績率を使用しております。

　２．たな卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の

算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四

半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法に

よっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　　税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期連結会

計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に

当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。　

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含め

て表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

32,369百万円

　

※１　有形固定資産の減価償却累計額

32,223百万円

　

　２　保証債務

　関連会社TOKIMEC KOREA POWER CONTROL CO.,
LTDの短期借入金に対する連帯保証

   85百万円

　

　２　保証債務

　関連会社TOKIMEC KOREA POWER CONTROL CO.,
LTDの短期借入金に対する連帯保証

   137百万円

　

※３　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が四半期連結会計期間末残高に含まれており

ます。

　―――――――

受取手形 474百万円 　  　

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日

至　平成20年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与・賃金手当 1,768百万円
賞与引当金繰入額 538 〃

役員退職慰労引当金繰入額 68 〃

退職給付費用 410 〃

貸倒引当金繰入額 221 〃

研究開発費 1,574 〃

※２　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しておりま

す。

当第３四半期連結会計期間

（自　平成20年10月１日

至　平成20年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与・賃金手当 580百万円
賞与引当金繰入額 144 〃

役員退職慰労引当金繰入額 13 〃

退職給付費用 129 〃

貸倒引当金繰入額 225 〃

研究開発費 541 〃

※２　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しておりま

す。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金勘定　 6,434百万円　

預入期間が３か月を超える定

期預金
△5

〃

　

現金及び現金同等物　 6,429百万円

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　85,382千株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　   139千株

　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 426 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 
船舶港湾
機器事業
（百万円）

油空圧
機器事業
（百万円）

流体
機器事業
（百万円）

防衛・通信
機器事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高         

(1）外部顧客に対する

売上高
2,877 2,913 468 4,074 920 11,252 － 11,252

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
31 28 － 11 636 706 (706) －

計 2,908 2,941 468 4,085 1,556 11,957 (706) 11,252

営業利益 177 42 23 58 18 318 (－)　　　 318

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 
船舶港湾
機器事業
（百万円）

油空圧
機器事業
（百万円）

流体
機器事業
（百万円）

防衛・通信
機器事業
（百万円）

その他の
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高         

(1）外部顧客に対する

売上高
9,446 9,750 1,067 9,977 3,066 33,306 － 33,306

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
73 79 1 31 1,364 1,547 (1,547) －

計 9,519 9,829 1,068 10,007 4,430 34,853 (1,547) 33,306

営業利益又は営業損失(△) 860 537 △236 △527 38 673 (－)　　　 673

　（注）１　事業区分は、製品等の種類の類似性に基づき区分しております。

２　各事業の主な製品等

(1）船舶港湾機器事業……船舶港湾機器

(2）油空圧機器事業………産業機械用油圧機器・装置、建機・車両用油圧機器、建機用電子機器、油圧応用装置

(3）流体機器事業…………流体機器

(4）防衛・通信機器事業…アビオニックス機器、航空用電子機器、艦艇機器、車両機器、海上交通機器、通信機器

(5）その他の事業…………検品機器、道路関連機器、トンネル関連機器、鉄道用測定機器、防災機器、情報処理業

務、総合リース業、ファクタリング業、荷造・梱包業、保険代理業、不動産の管理ほか

３　会計処理方法の変更

（たな卸資産の評価に関する会計基準）

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２.(1)に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を

適用しております。

これによる当第３四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響は軽微であります。

【所在地別セグメント情報】

　当第３四半期連結累計期間については、全セグメントの売上高の合計に占める本国の割合が90％を超えている

ため、記載を省略しております。
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 アジア 欧州 米州 その他 合計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,260 174 222 13 1,668

Ⅱ　連結売上高（百万円）     11,252

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
11.2 1.5 2.0 0.1 14.8

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 アジア 欧州 米州 その他 合計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 4,461 679 715 27 5,882

Ⅱ　連結売上高（百万円）     33,306

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
13.4 2.0 2.1 0.1 17.7

　（注）１　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

３　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）アジア …………………韓国、中国、シンガポール

(2）欧州 ……………………ノルウェー、トルコ、オランダ

(3）米州 ……………………アメリカ、カナダ

(4）その他の地域 …………南アフリカ、オーストラリア

EDINET提出書類

東京計器株式会社(E02266)

四半期報告書

23/26



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 229.27 円 １株当たり純資産額 237.97 円

　（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 19,696 20,440

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 153 151

（うち少数株主持分） (153) (151)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額

（百万円）
19,544 20,289

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

（期末）の普通株式の数（千株）
85,243 85,257

２．１株当たり四半期純利益金額

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 2.65 円

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額

潜在株式がないため記

載しておりません。　

１株当たり四半期純利益金額 0.72 円

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額

潜在株式がないため記

載しておりません。　

　（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益（百万円） 226 61

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 226 61

期中平均株式数（千株） 85,249 85,245

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２１年２月９日

東京計器株式会社

取締役会　御中

監査法人　トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中　野　眞　一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 日　下　靖　規　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京計器株式会

社（旧会社名　株式会社トキメック）の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期

連結会計期間（平成２０年１０月１日から平成２０年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２０年４月

１日から平成２０年１２月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東京計器株式会社及び連結子会社の平成２０年１２月３１日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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